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●
総
合
計
画
策
定
条
例
制
定

5

次
期
総
合
計
画
は
ど
の
よ
う
に

策
定
さ
れ
る
の
か
。

6

計
画
期
間
に
つ
い
て
は
こ
れ
ま

で
15
年
だ
っ
た
も
の
を
10
年
に
変
更

し
、
今
ま
で
の
構
想
・
基
本
計
画
・

実
施
計
画
の
３
層
構
造
だ
っ
た
も
の

を
基
本
構
想
・
基
本
計
画
の
２
層
に

す
る
。
計
画
期
間
が
10
年
な
の
で
前

半
の
５
年
を
前
期
の
基
本
計
画
、
残

り
の
５
年
を
後
期
の
基
本
計
画
に
す

る
こ
と
を
検
討
し
て
い
る
。

●
情
報
公
開
・
個
人
情
報
保
護
審
議

会
条
例
一
部
改
正

5

捜
査
機
関
か
ら
の
情
報
の
照
会

が
あ
っ
た
場
合
、
本
市
は
ど
の
よ
う

に
情
報
を
提
供
す
る
の
か
。
ま
た
、

捜
査
の
方
向
性
に
違
和
感
を
感
じ
た

場
合
に
本
市
と
し
て
の
意
見
を
付
す

こ
と
が
で
き
る
の
か
。

6

刑
事
捜
査
に
対
し
て
の
情
報
提

供
は
、
法
律
の
何
に
基
づ
い
て
請
求

を
行
っ
て
い
る
の
か
を
確
認
し
た
上

で
、
個
々
の
状
況
を
見
な
が
ら
情
報

提
供
を
す
る
、
し
な
い
の
判
断
を
し

て
い
る
。
な
お
、
条
件
を
つ
け
る
こ

と
は
し
て
い
な
い
。

●
工
事
請
負
契
約
締
結
一
部
変
更

（（
仮
称
）
西
部
消
防
署
大
室
分
署
新

築
工
事
）

5

今
回
の
案
件
の
よ
う
に
イ
ン
フ

レ
ス
ラ
イ
ド
条
項
（
※
）
の
申
し
出

に
よ
り
契
約
金
額
が
増
額
し
た
場
合
、

増
額
分
が
下
請
け
ま
で
循
環
し
、
労

務
単
価
が
上
昇
し
て
い
る
の
か
市
も

国
と
同
様
に
調
査
す
る
べ
き
で
は
な

い
か
。

6

国
の
調
査
方
法
を
研
究
し
な
が

ら
、
業
界
等
と
の
話
し
合
い
の
中
で

考
え
て
い
き
た
い
。

●
26
年
度
一
般
会
計
補
正
予
算

5

防
犯
カ
メ
ラ
を
６
カ
所
に
25
台

設
置
す
る
が
、
そ
の
設
置
場
所
と
そ

れ
ぞ
れ
の
設
置
台
数
は
。
ま
た
犯
罪

の
削
減
効
果
は
。

6

設
置
場
所
は
柏
１
丁
目
東
口
ダ

ブ
ル
デ
ッ
キ
、
旭
町
西
口
ダ
ブ
ル
デ

ッ
キ
か
ら
国
道
６
号
線
に
か
け
て
の

一
帯
、
逆
井
３
丁
目
、
若
柴
、
豊
上

町
、
柏
３
丁
目
の
６
カ
所
を
考
え
て

い
る
。
ま
た
、
22
年
度
に
２
２
８
件

の
ひ
っ
た
く
り
が
あ
っ
た
も
の
が
、

防
犯
カ
メ
ラ
を
設
置
し
た
以
降
、
平

成
23
年
は
62
件
に
、
平
成
24
年
は
78

件
、
平
成
25
年
は
50
件
、
こ
と
し
は

８
月
末
現
在
で
19
件
と
な
っ
て
い
る
。

●
特
別
会
計
条
例
一
部
改
正

5

父
子
家
庭
を
含
む
新
た
な
対
象

者
に
対
し
、
今
後
ど
の
よ
う
に
制
度

を
周
知
し
て
い
く
か
。

6

児
童
扶
養
手
当
の
年
度
更
新
の

手
続
き
案
内
に
制
度
改
正
の
チ
ラ
シ

を
同
封
し
て
送
付
し
て
い
る
。
ま
た
、

10
月
１
日
号
の
広
報
か
し
わ
に
掲
載

す
る
ほ
か
、
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
及
び
子

育
て
サ
イ
ト
「
は
ぐ
は
ぐ
柏
」
に
も

掲
載
し
、
周
知
を
図
る
。

●
保
育
実
施
条
例
廃
止
条
例

5

国
で
就
労
時
間
に
つ
い
て
１
カ

月
48
時
間
か
ら
64
時
間
ま
で
の
幅
を

持
た
せ
て
い
る
が
、
他
の
自
治
体
で

は
48
時
間
を
採
用
し
て
い
る
と
こ
ろ

も
あ
る
。
本
市
は
ど
の
よ
う
に
捉
え

て
い
る
か
。

6

本
市
で
は
従
来
か
ら
64
時
間
を

採
用
し
て
い
る
。
現
在
で
も
待
機
児

童
が
い
る
現
状
で
あ
る
た
め
、
継
続

し
て
64
時
間
を
基
準
と
す
る
の
が
妥

当
で
あ
る
と
考
え
る
。

●
こ
ど
も
ル
ー
ム
条
例
一
部
改
正

5

田
中
北
小
学
校
の
こ
ど
も
ル
ー

ム
設
置
に
か
か
る
工
事
の
ス
ケ
ジ
ュ

ー
ル
と
27
年
度
以
降
の
運
営
経
費
は

ど
の
程
度
と
見
込
ん
で
い
る
か
。

6

田
中
北
小
の
運
動
会
の
日
程
も

踏
ま
え
、
10
月
当
初
か
ら
工
事
に
入

る
予
定
で
２
月
末
ま
で
の
工
期
と
し

て
い
る
。
運
営
費
は
１
年
間
で
４
３

０
万
円
程
度
を
予
定
し
て
い
る
が
、

そ
の
う
ち
１
３
０
万
円
程
度
、
国
か

ら
補
助
が
受
け
ら
れ
る
見
通
し
で
あ

る
。

●
工
事
請
負
契
約
締
結
一
部
変
更

(

柏
中
学
校
屋
内
運
動
場
建
替
工
事)

5

生
徒
た
ち
の
卒
業
式
や
入
学
式

時
に
新
し
い
体
育
館
が
使
え
る
工
期

に
な
っ
て
い
る
か
。

6

大
雪
や
台
風
と
い
っ
た
条
件
に

も
よ
る
が
、
年
内
に
は
ハ
ー
ド
部
分

の
建
物
は
完
成
さ
せ
、
当
初
の
工
期

内
で
お
さ
め
た
い
。

●
26
年
度
一
般
会
計
補
正
予
算

5

訪
問
看
護
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
の
大

規
模
化
の
基
準
と
は
何
か
。

6

訪
問
看
護
師
を
現
在
と
比
較
し

て
常
勤
換
算
で
新
た
に
１
人
以
上
雇

用
す
る
こ
と
を
条
件
と
し
て
、
訪
問

看
護
事
業
の
体
制
強
化
を
図
る
こ
と

を
基
準
と
し
て
い
る
。

5

母
子
生
活
支
援
施
設
措
置
費
に

つ
い
て
、
補
助
す
る
に
当
た
り
、
ど

の
よ
う
な
振
り
分
け
を
行
う
の
か
。

6

各
月
の
１
日
時
点
で
入
所
し
て

い
る
世
帯
数
に
応
じ
て
施
設
へ
支
払

う
。
満
室
に
な
っ
て
い
る
場
合
も
あ

れ
ば
あ
い
て
い
る
場
合
も
あ
る
た
め
、

市
が
支
払
う
額
も
変
動
す
る
。

●
財
産
取
得
（
市
民
文
化
会
館
大
ホ

ー
ル
客
席
）

5

椅
子
の
幅
を
広
く
す
る
こ
と
で
、

客
席
が
減
り
、
全
体
的
な
キ
ャ
パ
シ

テ
ィ
ー
が
少
し
減
る
こ
と
で
、
利
用

が
狭
ま
る
よ
う
な
こ
と
は
な
い
か
。

6

１
６
３
２
席
か
ら
１
３
３
８
席

に
約
３
０
０
弱
ほ
ど
減
る
。
昨
年
度

１
３
０
０
人
以
上
の
利
用
件
数
は
29

件
あ
り
、
そ
の
う
ち
15
件
が
コ
ン
サ

ー
ト
等
の
学
校
関
係
で
あ
る
。
今
後

も
学
校
内
の
生
徒
は
全
員
を
会
場
で

今
ま
で
ど
お
り
収
容
で
き
る
。

●
26
年
度
一
般
会
計
補
正
予
算

5

戸
籍
住
民
基
本
台
帳
費
補
助
金

72
万
円
と
あ
る
が
、
ど
の
よ
う
に
シ

ス
テ
ム
を
改
修
す
る
の
か
。

6

い
わ
ゆ
る
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
だ
が
、

来
年
10
月
か
ら
各
個
人
に
通
知
が
始

ま
り
、
再
来
年
１
月
か
ら
個
人
番
号

カ
ー
ド
の
交
付
が
始
ま
る
と
い
う
ス
ケ

ジ
ュ
ー
ル
で
現
在
進
め
て
い
る
。
シ
ス

テ
ム
の
改
修
に
つ
い
て
は
住
民
票
コ

ー
ド
か
ら
個
人
番
号
を
生
成
す
る
た

め
、
住
民
基
本
台
帳
シ
ス
テ
ム
の
中

で
番
号
を
と
り
に
行
く
仕
組
み
を
つ

く
る
と
い
う
の
が
主
な
内
容
で
あ
る
。

5

放
射
能
汚
染
じ
ん
か
い
処
理
対

策
に
つ
い
て
、
現
在
ど
の
く
ら
い
廃

棄
物
が
あ
る
の
か
。
県
の
一
時
保
管

施
設
に
あ
る
指
定
廃
棄
物
を
持
ち
帰

る
と
の
こ
と
だ
が
、
保
管
場
所
を
確

定
す
る
今
後
の
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
は
。

6

指
定
廃
棄
物
は
、
千
葉
県
の
一

時
保
管
施
設
に
２
９
６
ト
ン
、
北
部

ク
リ
ー
ン
セ
ン
タ
ー
に
２
９
８
ト
ン
、

南
部
ク
リ
ー
ン
セ
ン
タ
ー
に
３
９
３

ト
ン
、
柏
市
最
終
処
分
場
に
76
ト
ン
、

合
計
約
１
０
６
４
ト
ン
で
あ
る
。
場

所
に
よ
り
保
管
施
設
の
形
状
が
変
わ

る
可
能
性
が
あ
る
。
地
元
の
意
見
を

勘
案
し
、
時
期
的
な
も
の
は
明
言
で

き
な
い
が
、
最
終
的
に
は
地
元
説
明

会
等
を
開
催
し
判
断
し
た
い
。

5

千
葉
県
の
一
時
保
管
施
設
に
あ

る
指
定
廃
棄
物
の
搬
出
計
画
は
。

6

搬
入
時
も
国
の
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン

に
沿
っ
て
搬
送
し
て
い
る
。
持
ち
帰

り
の
際
も
同
様
に
安
全
性
を
担
保
し

な
が
ら
や
っ
て
い
き
た
い
。

5

市
民
文
化
会
館
管
理
運
営
事
業

委
託
料
が
２
億
５
４
３
０
万
円
で
あ

る
が
、
今
ま
で
の
費
用
は
。

6

24
年
度
の
実
績
で
、
支
出
か
ら

収
入
を
引
く
と
約
８
８
０
０
万
円
程

度
の
経
費
で
あ
る
。
指
定
管
理
者
制

度
の
導
入
に
よ
り
３
年
間
で
約
10
％

の
経
費
縮
減
を
見
込
ん
で
い
る
。

●
都
市
公
園
条
例
一
部
改
正

5

来
場
者
数
等
の
経
営
的
な
議
論

の
み
で
な
く
、
歴
史
的
な
建
造
物
の

保
全
や
、
さ
ら
な
る
調
査
と
い
う
こ

と
に
つ
い
て
は
、
ど
う
考
え
て
い
る

の
か
。

6

旧
吉
田
家
住
宅
歴
史
公
園
に
指

定
管
理
者
制
度
を
導
入
す
る
に
当
た

っ
て
、
文
化
財
の
知
識
の
あ
る
方
と

の
連
携
も
条
件
に
し
た
い
と
思
っ
て

お
り
、
研
究
成
果
を
発
信
し
て
い
き

た
い
。

●
26
年
度
一
般
会
計
補
正
予
算

5

地
域
排
水
整
備
事
業
に
関
し
て
、

事
業
計
画
の
対
象
と
な
る
高
田
地
域

の
中
に
あ
る
土
地
を
通
ら
な
い
で
雨

水
排
水
を
す
る
た
め
に
、
排
水
管
を

迂
回
さ
せ
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
か
。

6

迂
回
ル
ー
ト
は
あ
る
が
約
２
０

０
ｍ
の
敷
設
が
必
要
で
あ
る
。
ま
た
、

下
流
に
は
一
部
私
道
が
あ
る
た
め
、

そ
の
所
有
者
の
方
々
の
施
工
同
意
が

必
要
に
な
る
。

5

土
地
の
周
辺
に
は
道
路
が
あ
り
、

迂
回
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
印
象

だ
が
、
大
変
な
工
事
に
な
る
の
か
。

6

２
０
０
ｍ
の
敷
設
と
な
る
と
約

２
０
０
０
万
円
か
か
る
。
費
用
対
効

果
等
を
考
え
る
と
、
地
上
権
を
設
定

し
た
ほ
う
が
よ
い
と
判
断
し
た
。

5

被
災
農
業
者
向
け
経
営
体
育
成

支
援
補
助
に
関
し
て
、
再
建
と
修
繕

で
は
農
家
の
自
己
負
担
が
あ
る
よ
う

だ
が
、
最
も
被
害
を
受
け
た
方
の
自

己
負
担
額
は
ど
れ
く
ら
い
か
。

6

最
も
被
害
が
大
き
い
方
で
、
自

己
負
担
額
１
７
２
万
６
０
０
０
円
で

あ
る
。

5

１
７
２
万
円
の
自
己
負
担
額
は

非
常
に
大
き
い
金
額
に
感
じ
る
が
、

何
か
支
援
は
あ
る
の
か
。

6

現
時
点
で
は
な
い
。

5

道
路
改
良
事
業
に
関
し
て
、
路

盤
も
改
良
す
る
と
い
う
こ
と
だ
が
、

ア
ス
フ
ァ
ル
ト
部
分
だ
け
を
改
良
す

る
場
合
と
、
路
盤
も
含
め
て
改
良
す

る
場
合
で
の
、
費
用
と
道
路
の
耐
久

性
の
違
い
は
あ
る
の
か
。

6

費
用
に
つ
い
て
は
、
路
盤
も
含

め
た
改
良
の
ほ
う
が
お
お
む
ね
２
倍

か
ら
３
倍
は
か
か
る
。
耐
用
年
数
に

つ
い
て
は
、
ア
ス
フ
ァ
ル
ト
部
分
の

み
の
改
良
だ
と
場
所
に
よ
っ
て
は
２

年
、
３
年
で
痛
む
場
合
が
あ
る
が
、

路
盤
も
含
め
た
改
良
で
は
お
お
む
ね

10
年
は
も
た
そ
う
と
考
え
て
い
る
。

委員会審査委員会審査委員会審査委員会審査委員会審査
市長から提出された条例や補正予算などの

議案について、各委員会で審査されたものを

お知らせします。

総

務

委

員

会

ウイルス性肝炎患者に対する医療費助成等に関する意見書
我が国のウイルス性肝炎、特にＢ型・Ｃ型肝炎の患者、感染者は合計

350万人に上ると言われ、いわゆる国民病としてその克服は国民的課題で
ある。また、薬害Ｃ型肝炎訴訟、集団予防接種Ｂ型肝炎訴訟により、肝炎
ウイルス感染に関する国の責任が明らかとなり、各特別措置法の制定と運
用により感染被害者の個別救済が進んできた。
しかし、厚生労働省が集団予防接種によるＢ型肝炎ウイルス感染被害者
は40万人以上であると推定しているにもかかわらず、いまだに原告数は
約１万人にとどまるなど、多数のＢ型・Ｃ型肝炎ウイルス感染被害者が裁
判上の救済を受けられない状態に置かれている。さらに、輸血に伴うＢ
型・Ｃ型ウイルス感染の広がりなど、医原病としてのウイルス性肝炎に対
する認識を背景に肝炎対策基本法が制定され、一定の医療費助成が実現し
てきた。しかしながら、現行の医療費助成制度は、抗ウイルス療法である
インターフェロン・核酸アナログ製剤に限定され、より重篤な病態である
肝硬変・肝がん患者の入院費用・手術費用など、抗ウイルス療法と直接関
連のない医療費には適用されず、他方で、肝硬変・肝がん患者の医療費自
己負担額は極めて高くなっている実態が、厚生労働省の科学研究事業で明
らかとなりつつある。
また平成22年から、肝疾患にも身体障害者福祉法上の障害認定がなさ
れているが、その医学上の認定基準は極めて厳しく、亡くなる直前でなけ
れば認定されないといった実態が報告されるなど、現場の医師からは、現
在の制度は肝炎患者に対する生活支援の実効性を発揮していないとの指摘
が多くなされている。
よって、政府においては、下記事項について早期に実現を図るよう強く
要望する。

記
１　ウイルス性肝硬変・肝がんに係る医療費助成制度を創設すること。
２　身体障害者福祉法上の肝疾患に係る障害認定の基準を緩和し、患者
の実態に応じた障害者認定制度にすること。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
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※インフレスライド条項：工事請負契約書第25条第６項の規定により「予期することのできない特別の事情により、工期内に日本国内において急激なインフレー
ション又はデフレーションを生じ、請負代金額が著しく不適当となったとき」に、契約金額の変更を請求できる措置。


